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１ 大学の概要 

 

 

１ 現況 

 (1) 大学の名称  三重県立看護大学 

 

 

 (2) 所 在 地  津市夢が丘１丁目１番地１ 

 

 

 (3) 役員の状況   

    理事長（学長）  菱沼 典子 

理事数      ７名（理事長、副理事長含む） 

    監事数      ２名      

    

 

 (4) 学部等の構成 

     看護学部看護学科 

     看護学研究科看護学専攻［修士課程］ 

 

     

 (5) 学生数及び教職員数（Ｈ３１．５．１現在） 

    学 生 数   ４０８名 

    大学院生数    ２４名 

    教 員 数    ５６名 

    職 員 数    ２２名 

 

 

※ 報告書内の年号の表記については、連続性を保つため平成で統一しています。 

 

 

 

 

 

 

２ 大学の基本的な目標 

  

(1) 質の高い教育・研究の実践 

 高等教育機関として、高い倫理観を基盤とした人を理解する鋭い感性と豊かな人

間性、自主・自律し自己決定できる能力、創造する能力や課題発見能力を具えた看

護職者を育成するために、常に教育改革に取り組み、特色ある教育内容を実践する。

また、看護学及び教員独自の研究分野における研究活動を積極的に推進する。 

 

 (2) 地域貢献、地域連携の推進 

 県民のニーズを把握するとともに、国内及び国外の高等教育機関、医療機関や研

究機関との教育・研究での交流や連携、県内の保健・医療・福祉の情報ネットワー

クを活用した大学からの情報発信を図ることによって、社会に教育・研究の成果を

還元し、地域の保健・医療・福祉の向上に寄与する。 

 

 (3) 適切で効率的かつ透明性の高い組織運営 

 社会の変革に対応した教育・研究活動を実施していくため、役員及び職員（教員

及び事務職員をいう。事務職員には技術職員及びその他の職員を含む。以下同じ。）

が大学運営に主体的に取り組むとともに、積極的に学外からの評価を受け入れ、大

学の教育・研究活動や運営にかかる情報公開と説明責任を遂行し、適切で透明性の

高い運営を行う。 

 

３ 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織 

 １ 中期計画の期間 

    平成２７年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

  

 ２ 教育研究上の基本組織 

    看護学部 看護学科 

    大学院  看護学研究科 

 



２ 
 

２ 全体の総括 

 

 

ⅰ 項目別の見込評価結果を踏まえた総括 

 
 平成27年度から32年度は、地方独立行政法人である公立大学法人三重県立看護大学（以下「法人」という。）が本学を運営した二期目の中期目標期間にあたり、法人

には、第一期に引き続きその制度を十分に活用し、自主性・自律性を十分発揮した大学運営を行い、中期目標を達成することが求められた。そのため、大学の基本的な目

標として「質の高い教育・研究の実践」、「地域貢献・地域連携の推進」、「適切で効率的かつ透明性の高い組織運営」を掲げながら、多くの面で法人化制度の特長を活かし

て、独自性の高い取組を行い、大学運営に全教職員が一丸となって積極的に取り組んできた。また、大学の中心的機能である教育と研究の活動においてはもちろんのこと、

県立の大学として重要な使命のひとつである「地域貢献」に積極的に取り組み、多くの成果をあげることができた。 

 しかしながら、依然として次のような解決すべき課題が残っており、中期計画の残期間において、引き続き克服・解決をめざしたい。 

（１）大学院看護学研究科修士課程の学位取得者数の少なさが引き続き課題であり、大学院の入試改革の結果を検証し不断の対応が必要である。 

（２）県内就職率については、第二期中期計画期間において高い目標を掲げ、高大社接続事業などにより達成に向けて取り組んでいるが、結果に表れたとは言い難い。 

（３）専任教員の未充足について、将来における教育・研究力への悪影響を及ぼすことが懸念されるため、引き続き改善への努力が必要である。 

 

ⅱ 重点的な取組及び特筆すべき取組 

 
 第二期中期目標・中期計画の主要な項目において、以下のような特色ある取組を行った。 
 
（教育に関する項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学部、研究科ともディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーを改正し、学部は平成29年度から新カリキュラムを開始し、

研究科については平成31年度から新カリキュラムに移行した。 

・文部科学省「大学教育再生加速プログラム」のテーマⅢ（高大接続）を活用し、高大接続の観点を踏まえ、意見交換会等を通じて高等学校との相互理解を深

めるとともに、看護職者を志す高校生が自らの意志で正しい進路選択ができるよう「キャリアデザイン講座」や「オープンクラス」等を開催した。 

・優秀な県内出身学生の確保のため、平成30年度からの新たな入学者選抜である「指定校推薦入試」や、平成29年度から実施している入学者選抜である「指

定校特別枠推薦入試」と「一般入試前期日程地域枠」を適切に実施した。 

・学生の支援については、学生個々の学習状況等に応じて的確な指導や助言できるよう「学生相談制度」及び「チューター制度」を運用し、相互に補完しなが

ら学生からの相談に対応した。 

・ＦＤ活動を総合的多面的に推進するとともに、授業の点検・評価を「学生による授業評価」、「教員相互による授業点検評価」や「授業改善等報告書」により

実施しており、教育の質向上を図った。 

・研究科においては、大学院研究科入学生を確保するために入試改革を行ってきているが、平成31年度から新たに医療機関等においての指導能力を獲得するこ

とを目的とした「臨地教育者コース」を各看護専門分野に設け、人文社会看護学と自然科学看護学を設置し、ＣＮＳコース（38単位準拠）の認定を受けた。 
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（研究に関する項目） 

（地域貢献等に関する項目） 

（業務運営の改善及び効率化に関する項目） 

（財務内容の改善に関する項目） 

（その他業務運営に関する項目） 

ⅲ 今後の課題 

修士学位取得者数や県内就職率など、いくつかの数値目標については到達が難しいと見込まれるものがある。

 これらについては、その背景となる情勢や実際の取組の経緯などを鑑み、それぞれについて考察を加えると、第二期中期目標期間全体としては、中期目標の達成状況は

良好であり、めざした内容は実質的に達成できたものと考える。

なお、具体的考察の内容については、それぞれの項目に記載する。

・地域貢献については、高いレベルで目標が達成できるよう、大学主催の公開講座の開催、公開講座・出前授業への講師派遣、各種の看護研究支援・看護実践

支援事業に取り組んだ。 

・特に認知症対策に積極的に取り組み、平成29年度から、認定看護師教育課程「認知症看護」を開講し、より高度で専門的な看護職者を育成した。 

・臨床能力に優れた質の高い看護職者の教育・育成について連携協力を図るため、県内の医療機関（11箇所）と連携協力協定を締結した。 

・新たに１大学と国際交流協定を締結し、海外の２大学との間で学生の短期研修などを通じて国際交流を推進した。 

・理事長のリーダーシップのもと教職員が一丸となって法人及び大学運営に努めるとともに、事務局体制を見直した。また、業務運営の改善及び効率化に取り

組み、戦略的な経営資源や予算の配分を行った。

・教育・研究に支障のない範囲で、本学施設を有料で貸し付け、自己収入の確保に努めた。さらに、外部研究資金の獲得や有料講座の開催により収入確保を図

るとともに、業務の合理化、簡素化により経費の抑制に努めた。

・学生及び教職員の危機管理体制を構築するためリスク管理規程や行動計画を策定し、防犯をはじめとした各種講習会を開催するとともに、訓練などを実施し

た。また、ハラスメントの相談窓口を学生が相談し易い環境にするため、教職員全員をハラスメント相談窓口にするなど制度を見直した。

 

・外部研究資金については、全教員が応募申請することを目標に取り組み、平成27年度以降100％を達成し、平成28年度以降は採択率が全国の大学及び公立

大学の平均を上回っている。 

・職務発明規程に基づき、平成27年度に初めて特許出願をした１件について出願審査請求を行うとともに、平成31年２月に２件目の特許出願を行った。 
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②重点的な取組及び特筆すべき取組

・学部においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに含まれる５つの柱との一貫性、及び高等学校で身につけるべき三要素との
対応、という２つの視点からアドミッション・ポリシーを改正した。

・文部科学省「大学教育再生加速プログラム」のテーマⅢ（高大接続）を活用し、高大接続の観点を踏まえ、意見交換会等を通じて高等学校との相
互理解を深めるとともに、看護職者を志す高校生が自らの意志で正しい進路選択ができるよう「キャリアデザイン講座」や「オープンクラス」等を
開催した。

・優秀な県内出身学生の確保のため、平成30年度からの新たな入学者選抜である「指定校推薦入試」や、平成29年度から実施している入学者選抜で
ある「指定校特別枠推薦入試」と「一般入試前期日程地域枠」を適切に実施した。

・公平な成績評価の実施に向けて、３大ポリシーの策定及び運用に関するガイドライン等を踏まえ、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリ
シーを改正するとともに、ポリシー改正を反映させた平成29年度カリキュラムの改正を行った。カリキュラムの改正にあたり、学生の主体的な学習
のための環境整備の観点から、主に、卒業要単位数及び時間数の削減、科目の配当学年の変更を行った。

・ＦＤ活動を総合的多面的に推進するとともに、授業の点検・評価を「学生による授業評価」、「教員相互による授業点検評価」や「授業改善等報
告書」により実施しており、教育の質向上を図った。

・学生の支援については、学生個々の学習状況等に応じて的確な指導や助言できるよう「学生相談制度」及び「チューター制度」を運用し、相互に
補完しながら学生からの相談に対応した。

・研究科においては、大学院研究科入学生を確保するために入試改革を行ってきているが、平成31年度から新たに医療機関等においての指導能力を
獲得することを目的とした「臨地教育者コース」を各看護専門分野に設置し、人文社会看護学と自然科学看護学を設置するとともに、アドミッショ
ンポリシーやディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーについても改正した。

・母性看護学と精神看護学のＣＮＳコースとＣＮＳ共通科目については、38単位教育課程に準拠するよう平成30年度に申請を行い、認定を受けた。

③今後の課題
学部の県内就職率を向上する必要があり、県外出身者にも 詳細に情報提供し、就職に関する相談・支援を積極的に行う必要がある。
大学院の定員充足率を高め、大学院研究科の修士学位取得者を数値目標に近づける必要がある。
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認証評価機関（公財 大学基準協会）による評価（平成25年度実施）

評価の結果、貴大学は本協会（大学基準協会）の大学基準に適合していると認定する。

一 長所として特記すべき事項
１ 教育内容・方法・成果

(1)教育方法
 1)授業改善に向けた取り組みとして、授業評価アンケートに加え、専任教員全員を対象にした「教員相互による授業点検評価」を実施し、20項目の独自
 の点検評価基準に基づいた評価を行い、評価者と被評価者が一堂に会して開催される「点検評価会議」にて報告している。さらに評価者は「点検評価シ
 ート」を、被評価者は評価結果を受けて「再点検用紙」を「ＦＤ委員会」へ提出することで、組織的な授業改善に繋げていることは、評価できる。

二 努力課題
１ 教育内容・方法・成果

(1)教育方法
 1)看護学部および看護学研究科のシラバスは、統一した書式が用いられているが、記載内容に教員間で精粗が見られる。特に看護学研究科では、授業計画

     が明確に示されていない科目が見受けられるので、学生の自己学習に活用できるよう、改善が望まれる。
(2)成果
 1)学位論文審査において、論文指導担当教員が論文審査の主査を務めていることは、審査体制の客観性および公平性を担保するうえで不十分であるので、

改善が望まれる。
２ 学生の受け入れ

 1)看護学研究科では、収容定員に対する在籍学生数比率が0.43と低いので、改善が望まれる。
３ 教育研究等環境

 1)図書館において、専門的な知識を有する専任職員が配置されていないので、改善が望まれる。

「改善報告書検討結果」（平成29年度実施）
今後の改善経過について再度報告を求める事項 なし





9 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

21101 ＜アドミッションポリシーの明確化
＞

高度専門職である看護職者をめざ
す優秀な学生を確保するため、教育
理念に基づいたアドミッションポリ
シーを明確に示し、インターネッ
ト、大学案内、進路説明会等多様な
媒体、機会を利用して発信する。

◯ ◎ → →

【４年間の実績】
アドミッションポリシーを見直し、ディプロマポリシー及びカリキュラム

ポリシーとの統一性と、学力の三要素との対応を図った。
入試説明会など直接的な機会やメディアを活用しての間接的な機会を通し

て情報発信を行った。特に高校生の情報収集方法の状況を分析しながら、平
成29年度にはLINEによる情報の発信を開始し、LINE登録者数は増加してい
る。

これらの取り組みの結果、アドミッションポリシー等の周知を図り、十分
理解が得られた。
【今後取組予定】

地域社会の保健・医療・福祉の動向を踏まえ、またディプロマポリシーと
カリキュラムポリシーとの統一性を維持しながら、アドミッションポリシー
の点検を行う。

情報収集方法等について現状分析を行うとともに、より効果的な情報発信
の検討を行い、高度専門職である看護職者を目指す優秀な学生を確保するた
めに、丁寧な情報発信を行う。

21102 ＜適切な選抜の実施＞
十分な基礎学力を備え勉学への強い
意欲を持ち、将来、看護職者として
地域や社会で活躍できる適性を持っ
た入学生を確保するため、これまで
の入学試験制度の分析・検証結果を
活かしつつ、国の大学入学選抜方法
の動向にも留意して、選抜試験を実
施する。

◎ → → →

【４年間の実績】
新たなアドミッションポリシーにもとづく新たな入試区分と入試方法であ

る「指定校特別枠推薦入試」「指定校推薦入試」「一般入試前期日程地域
枠」を整備し、これを適切に実施した。
【今後取組予定】

平成33年度入試（2021年度入試）からの大学入学共通テストの実施に合
わせ、本学において独自に実施する選抜方法をアドミッションポリシーとの
整合性を踏まえながら検討する。

中期目標 番号 中期計画
中期計画の実施状況

１ 教育に関する目標
(1)教育内容に関する目標

①人材（学生）の確保
ア 学部



10 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21103 ＜高等学校との連携＞
看護職者として地域に貢献したい

と強い意志を持ち、広汎な基礎学力
を身に付けている優秀な学生を確保
するため、県教育委員会や県内高等
学校、県内医療機関と連携し、看護
職を希望する高校生を対象に看護職
への理解を深めてもらうとともに、
県内の入学予定者に対する入学準備
教育等高大接続事業を実施する。

◎ → → →

【４年間の実績】
文部科学省の補助金事業を中心に高大接続事業を実施してきた。キャリア

デザイン講座（出前授業・一日みかんだい生）やオープンクラス（高校生対
象）等のプログラムを着実に実施するとともに、その都度評価・検討を行
い、キャリアデザインサポート講座（保護者・高校教員対象）などの新たな
プログラムの追加など、内容の充実を図りながら実施することができた。ま
た、入学準備教育にも取り組んだ。
【今後取組予定】

期間中に、補助金対象期間が終了することから、事業を着実に完了すると
ともに、各プログラムについて評価し、大学行事の一環としての継続可能性
について検討し、取組を進める。

21104 ＜アドミッションポリシーの明確化
＞

将来の看護分野における高度な実
践者、教育者、研究者を確保するた
めに、研究科のアドミッションポリ
シーを明確に示し、ホームページ等
の電子媒体を中心に、学生の情報入
手手段として最適と考えられる広報
媒体を活用して周知と理解を図る。 ◎ → → →

【４年間の実績】
大学院のアドミッションポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラムポ

リシ－を見直しを行ってきたが、大学院教育内容の充実と入学生の確保を目
的に平成31年度から大学院カリキュラムを改正することとした。

平成31年度カリキュラムには、これまでの「修士論文コース」と「専門看
護師（CNS)コース」に加えて「臨地教育者コース」を各看護専門分野に設置
することから、３つのコースに適応するようにアドミッションポリシーの改
正を行った。平成31年度カリキュラムについてはアドミッションポリシーと
ともに募集要項等に掲載し、入学希望者や関係機関に周知した。
【今後取組予定】

引き続き、大学院生確保のために様々な媒体を活用して本学大学院のアド
ミッションポリシーを含めた教育研究分野や各コースの特徴について広報活
動を推進する。大学院入学者の確保のために、新たなCNSコースの設置も検
討する。

１ 教育に関する目標
(1)教育内容に関する目標

①人材（学生）の確保
イ 研究科



11 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21105 ＜適切な選抜の実施＞
看護の専門知識と技術を持ち、高

度な専門性と国内外で活躍する意欲
と適性を有する入学生を確保するた
め、県内医療機関と連携し現役看護
師への情報提供等の働きかけや本学
卒業生への優遇制度等を検討する。

◯ → ◎ →

【４年間の実績】
大学院入学者の確保のためにこれまでの一次募集、二次募集に加えて、平

成29年度大学院入試から本学4年生を対象とした学内推薦入試を開始した。
平成30年度入試からは連携協力協定を締結している病院または行政機関に勤
務する医療職を対象とした社会人推薦入試（平成31年度入試から機関長推薦
入試に名称変更）を開始した。さらに平成31年度入試からは学内推薦入試、
機関長推薦入試についても二次募集を開始した。
【今後取組予定】

大学院入学者は増加傾向にあり、新カリキュラムの特徴である「臨地教育
者コース」や「人文社会看護学分野」「自然科学看護学分野」への入学希望
者が今後さらに期待できることから、引き続き、大学院についての広報を県
内医療機関を中心に進め、受験者を確保していく。

21106 ＜教育課程・教育方法・内容の充実
＞

全学生に対し、カリキュラムポリ
シーに基づき、県内医療機関や行政
機関等と連携して実習受け入れや授
業への講師派遣等の協力を得なが
ら、看護師・保健師の両国家試験受
験資格を得ることができるカリキュ
ラムによる、幅広く質の高い教育を
提供する。また、教育課程の評価を
不断に実施し、より適切な教育課程
に改善・編成するとともに、大学で
の学習に必要な知識や理解力・コ
ミュニケーション能力、臨床実践能
力等の、看護師・保健師・助産師等
看護職者として具えるべき基礎的能
力を身につけるための教育を充実す
る。

さらに、看護職者として長期的な
ビジョンを持てるようにキャリアデ
ザイン教育にも取り組み、早期の離
職防止につなげる。

◎ → → →

【４年間の実績】
看護師・保健師の両国家試験受験資格を得ることができるカリキュラムを

継続して実施している。
教育課程は、従前のカリキュラムを点検・評価し、平成29年4月に改正し

た。ディプロマ・ポリシーとの整合は、カリキュラムマップを作成し体系的
整合性を確認した。また文部科学省「看護学教育モデル・コア・カリキュラ
ム」を参照し点検した。

教育課程の点検・評価は、学修成果の評価指標を作成し準備を進めてい
る。

教育内容の充実として、三重県の魅力と暮らしを考える機会とするため、
平成30年度に1年生を対象とした特別講義「三重を知ろう」を開講し、三重
県知事による講演とシンポジウムを行った。

キャリアデザイン教育は、平成29年度カリキュラムでは、専門科目の概論
科目が開始する２年次に配置し、その後の専門科目の学習につなげるカリ
キュラムとした。
【今後取組予定】

教育課程の評価を続けるともに、社会における新たな課題である地域包括
ケアの視点や三重県の理解を進める取組をカリキュラムに取り入れるなど教
育内容の充実を図る。保健師・助産師・看護師の指定規則の改定の動向を踏
まえ、本学の特色を明確にしたカリキュラムを検討する。

１ 教育に関する目標
(1)教育内容に関する目標

②教育課程および教育内
容の充実



12 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21107 ＜公正な成績評価の実施＞
ディプロマポリシーに基づき、各

科目の成績評価基準を学生に明確に
示し、シラバスやホームページ等で
公表するとともに、単位認定の基準
に基づき、厳正に認定を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
公正な成績評価のために、以下を実施した。
①ディプロマ・ポリシーを明示し、成績評価基準を学生に明確に示すため
に、平成30年度からシラバスの様式を変更した。全科目のシラバス内容は教
務委員会が確認し、内容の不備や不足が無いよう留意している。シラバスは
ホームページで公開している。
②平成29年度から公正な成績評価の実施の方法の1つとしてルーブリックを
用いた評価を検討している。平成29年度は先駆的に実施している成人看護学
領域のルーブリックを共有し、平成30年度は看護総合実習における導入を検
討した。
【今後取組予定】

シラバスに明示した基準により公正な成績評価を実施し、ルーブリック等
を用いた成績評価についての検討を継続する。

21108 ＜教育課程・教育方法・内容の充実
＞

研究科の教育課程の評価を不断に
実施し、より適切な教育課程に改
善・編成するとともに、高度な看護
実践能力を有する看護専門職者の育
成を行うため、看護実践教育プログ
ラムにより質の高い教育を提供す
る。

◎ → → →

【４年間の実績】
大学院アドミッションポリシーの見直しでは、同時にディプロマポリ

シー、カリキュラムポリシ－も策定した。平成31年度カリキュラムでは「修
士論文コース」「CNSコース」「臨地教育者コース」の3コースとなること
から、これらに適応するようにディプロマポリシー、カリキュラムポリシ－
を修正した。

平成31年度カリキュラムでの教育研究分野は、これまでの看護学系9領域
に「看護教育学」「在宅看護学」を加えて11分野として独立させ、なおかつ
「人文社会看護学分野」「自然科学看護学分野」を新設し、全部で13分野の
構成とし、より専門性の高い課題や多彩な看護関連の課題にも対応できるよ
うにした。また、平成31年度カリキュラムにおいて母性看護学と精神看護学
のCNS専門科目とCNS共通科目については、38単位の高度実践看護師教育課
程に準拠するよう科目を設置し、平成30年度に日本看護系大学協議会より認
定を受けた。その他、本学の修士論文コース修了者については、科目等履修
生としてCNS関連科目を履修できるようにした。
【今後取組予定】

平成31年度カリキュラムでの大学院生の履修状況や授業評価アンケート、
教員からの意見等を参考にしながら、点検・評価を実施していく。



13 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21109 ＜公正な成績評価の実施＞
学生に対して学修目標や成績評価

基準を明確に示し、シラバスやホー
ムページ等で公表するとともに、厳
正な学位授与のための学位授与方針
や審査基準に関して不断に評価し、
改善を図る。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成28年4月に「大学院試験及び成績評価実施要項」と「大学院学生の成

績確認及び異議申し立てに関する要項」を制定し、厳正で公平な成績評価が
担保されるようにした。

平成25年度の大学基準協会による大学評価で論文指導教員が審査主査を兼
ねていることについて客観性・公平性の観点から努力課題とされた。これに
ついては平成28年10月に「学位規定」及び「学位論文審査及び試験に関す
る内規」を改正し、論文審査については審査会に附託し、審査会の主査を主
任指導教委員以外の研究指導教員から選出するようにし、厳正で公平性が確
保された審査体制とした。

平成31年度からのカリキュラムでは「臨地教育者コース」が新設され、
「課題研究（6単位）」について教育実践に関する「特定課題論文」を提出
し、論文審査及び最終試験を受けることとなるため、単位数や論文で取り扱
うテーマ等、修士論文コースとの違いが明確になるよう「論文審査基準」を
改正した。
【今後取組予定】

規定等を適切に運用し、大学院生からの意見等を参考にしながら、点検・
評価を実施していく。

21201 ＜授業の点検・評価＞
ＦＤ活動の一環として、教員相互

による授業点検・評価、学生による
授業評価を検証、分析し、今後の教
育内容に活用する。

◎ → → →

【４年間の実績】
授業の点検・評価は、①教員相互による授業点検・評価、②学生による授

業評価、③授業改善等報告書により実施し、学内ホームページ等により、学
生及び教職員に結果を公表している。

教員相互の授業点検・評価を毎年継続し、平成30年度からは助手も授業点
検・評価の対象となる授業に参加する機会を設け、助手も含め全教員の教育
の質向上を図った。

授業改善等報告書については、平成28年度から取り組みを開始し、各教員
の報告をまとめ学内ホームページに掲載するとともに学生及び教職員に対し
て周知を図った。
【今後取組予定】
  引き続き、教員相互による授業点検・評価及び学生による授業評価を実施
し、授業改善等報告書を教育に活用する取組を推進する。

21202 ＜研修会等の開催＞
大学の理念や活動、教育技法等質

の高い教育を実践するため、研修会
等を積極的に開催し、ＦＤ活動を推
進する。

◎ → → →

【４年間の実績】
教員の資質向上を図るため、ＦＤ委員会を中心として、全ての教員参加に

よる多面的なファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）に取り組んだ。
研修活動としては、研究・教育コロキウム、ＦＤ研修会を各々年１〜２回

程度開催している。各研修会はテーマの工夫等により参加者が大きく増える
とともに、参加者による評価も「有意義だった」「まあまあ有意義だった」
との回答の割合が90％を超える好評価となっている。
【今後取組予定】

本学の実情にあった体系的なＦＤのあり方を検討しつつ、研究教育内容や
授業方法についての相互研修などを企画し、ＦＤ活動を推進する。

１ 教育に関する目標
(2)教育の質の向上に関する

目標
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27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21301 ＜学習支援＞
学生の学習相談や指導がきめ細か

に対応できる体制と学生の自主的学
習に対応できる環境の整備、国家試
験に向けた対策の充実を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成27年度から学生が教員の誰にでもいつでも相談することができる学生

相談制度と、チューター制度を中心に学習支援を行い、支援体制についてガ
イダンス・オリエンテーション時および学生への資料配布や掲示により周知
した。

大学生活に関するアンケートにおける学生満足度（自己が成長したと思う
率）は年々上昇し、平成29年度以降は数値目標を達成している。

定期試験・国家試験勉強のため演習室を開放するとともに、平成29年度か
らは学生ホールの空調の運転を20時30分まで延長した。

国家試験対策として、出題基準の分析と活用、学生の対策委員のサポー
ト、模擬試験及び特別講座を実施するとともに、チューターによる学習支援
等を行った。平成28年度からは、地域在宅看護学領域教員による保健師国家
試験対策を実施した。

平成30年度から実習室に看護技術の自己演習のためのシミュレーション模
型を常設し、学生の自主的学習に対応できる環境を整備した。
【今後取組予定】

学生相談制度とチューター制度を活用し、学生の自主性を高める支援を実
施することにより、大学生活に関するアンケートにおける学生満足度（自己
が成長したと思う率）が90％を維持できるよう支援する。

引き続き、自主的学習に対応できる学習環境の整備と国家試験に向けた対
策を行う。

１ 教育に関する目標
(3)学生の支援に関する目標
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27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21302 ＜生活支援＞
学生生活が快適で豊かなものとな

るように、学生アンケートを実施し
ニーズ把握を行うとともに、健康・
生活面での不安や悩みの解消に向け
て相談しやすい環境づくりに取り組
む。また、社会に貢献したいという
思いを持つ学生の公益的活動を支援
するため、ボランティア活動に関す
る情報提供等を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
「大学生活に関するアンケート」を毎年実施し、平成30年から「学生生活

に関する意見箱」も設置することによって学生が意見を出しやすい環境を整
え、学生の要望によりプリンタを増設するなど、学生のニーズに応じた支援
を行っている。

各種健康相談制度としては学校医やカウンセラーによる相談の他、健康管
理室に常駐している保健師や、母性看護学の教員による相談など、学生の不
安や悩みの解消に向け相談しやすい環境を整えている。

大学生活に関するアンケートにおける学生満足度（大学の支援に対して満
足している率）は毎年、数値目標を達成している。

また、「事務局職員の対応」については、”満足している・ほぼ満足して
いる”と回答した学生は、平成28年度以降数値目標を達成できた。

経済的理由によって学資の負担が困難であり、かつ学業優秀と認められる
者について、授業料の減免を行った。

平成29年度に設置された三重県立看護大学修学支援基金を活用し、「みか
ん大進学支援給付金」制度を構築し、学生募集に合わせてチラシを配付する
など、PRに努めた。

年度初めの新入生オリエンテーション、及び在校生ガイダンス時に、学生
のボランティア体験談を紹介し、ボランティアに対する意識の向上に努め
た。また、毎年秋にはボランティア啓発講演会を開催し、学生のボランティ
ア活動に対する意識の醸成に努めた。その結果、ボランティアに参加する学
生が年々増加してきている。
【今後取組予定】

大学生活に関するアンケートと学生生活に関する意見箱を活用し、学生の
ニーズに応じた生活支援を実施することにより、大学生活に関するアンケー
トにおける学生満足度（大学の支援に対して満足している率）が85.0％を維
持できるよう支援する。

事務局職員の対応について、引き続き高い評価を維持できるよう、窓口業
務など学生への日々の対応を適切に行う。また、授業料減免制度を周知し、
平成30年度から開始した「みかん大進学支援給付金」を適切に運用する。

引き続き、学生の公益的活動に関する意識を醸成し、積極的な参画につな
がるよう支援を行う。



16 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

中期計画の実施状況

21303 ＜就職支援＞
学生が希望する就職を支援しなが

ら県内看護職者を確保するため、学
生の進路に関する助言・指導を行う
とともに、試験や面接対策等を実施
するほか、行政機関や医療機関等と
連携・協力し、県内医療機関の情報
提供や就職ガイダンス等を強化す
る。

◎ → → →

【４年間の実績】
県内の約30の医療機関や保健機関等と連携・協力し、就職説明会を毎年実

施することによって、学生に就職に関する情報を提供した。また、県内に就
職した卒業生と交流する「ようこそ先輩」や就活講座の内容を充実させ、年
間を通して学生への就職に関する助言や支援を積極的に行い、就職希望者は
100％内定を得ることができている。ただし、県内就職率は年度により変動
があり平均は49.7％であった。
【今後取組予定】

多くの学生が就職説明会に参加し、県内の医療機関や保健機関等の情報を
得ることができるよう環境を整える。また、教員間で情報を共有し就職相談
に積極的に対応することによって、県内就職率を高めるよう支援する。





18

認証評価機関（公財 大学基準協会）による評価

評価の結果、貴大学は本協会（大学基準協会）の大学基準に適合していると認定する。

二 努力課題
３ 教育研究等環境
１）個人研究費に関する支給規程が定められていないので、策定するよう改善が望まれる。

「改善報告書検討結果」
今後の改善経過について再度報告を求める事項 なし



19 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

22101 ＜研究活動の方向性＞
地域の保健・医療・福祉の向上に

資するため、行政をはじめとした関
係機関との連携・協働を深め、地域
の特性やニーズに応じた研究を実施
する。また、人事交流等を通じて医
療機関とも連携を強化し研究の活性
化を図る。さらに、本学の教育の質
の向上を図るため、全教員が各自の
専門分野に応じた研究を推進すると
ともに、外部研究資金の獲得を積極
的に行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
地域の保健・医療・福祉の向上に資するため、医療機関等の要望に応え

「看護研究支援」を実施するとともに、連携協力協定病院等からの人事交流
で教員として受け入れた看護師に対し、専門分野に応じて本学教員が継続的
に研究指導を行い、学会発表や論文発表につなげるなど、医療機関の研究活
動の活性化を図った。

外部研究資金は、平成27年度を除き全教員が申請を行うとともに、事務
局が申請書類をチェックを行うなど徹底して取り組んだ結果、平成27年度
から平成30年度までの平均採択率は26.9%（大学平均25.5％）と高かった。
さらに、若手教員の科研費申請を支援する体制の整備や外部研究費の情報を
提供する「外部資金助成情報管理システム」を有効に活用した。
【今後取組予定】

地域の保健・医療・福祉の向上に資するため、連携協力協定病院をはじめ
とした医療機関や行政機関との連携を深め、地域の特性やニーズに応じた研
究活動の活性化を図る。

引き続き外部研究資金の申請率100%を維持できるように徹底する。ま
た、学長特別研究費の新たな配分方法として、投稿費用や連携協力協定病院
との共同研究等への支援も視野に入れた制度の構築について検討する。

22102 ＜研究成果の公表と還元＞
研究成果や研究活動については、

学術雑誌はもとより、インターネッ
トや報
告書等多様な機会と媒体により公表
するとともに、公開講座や講演等を
通じて、
研究活動の成果を地域や県民に還元
する。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成27年度から教員の主たる研究業績や研究課題等を「教員情報」とし

てホームページに掲載した。
また、紀要については、平成27年度から国立情報学研究所の学術機関リ

ポジトリへの全巻の掲載、平成28年度から特定非営利活動法人医学中央雑
誌刊行会のデータベースへの全巻の著者抄録の提供、平成30年度から紙媒
体での保存及び全巻の電子化を図るなど、閲覧機会の拡大や公表の迅速化に
対応した。

公開講座や講演等を通じて、教員の研究成果や研究活動を地域や県民に還
元している。毎年、発行してきた地域交流センター年報を、平成30年度か
らは機関リポジトリに掲載し公表するとともに、地域交流センター活動報告
会やホームページを活用した情報発信に努めた。
【今後取組予定】

各教員の主な研究活動や現在の研究課題等について、ホームページ等を活
用して情報発信を行う。また、紀要の紙媒体での保存とともに電子化を推進
する。

研究成果や研究活動を報告書等多様な機会と媒体により公表するととも
に、公開講座や講演等を通じて、研究活動の成果を地域や県民に還元する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

２ 研究に関する目標
(1) 研究水準及び研究の

 成果等に関する目標



20 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

22103 ＜知的財産の活用＞
職員の研究に対するモチベーショ

ンを高めるため、成果を正しく評価
するとともに、発明については大学
の知的財産として適切に管理する。
また、大学が管理する知的財産につ
いては、企業と協働する等実用化を
進める。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成27年度には、職務発明案件である心肺蘇生用足趾支持台について、

本学として初めて特許庁へ特許出願を行い、その案件については引き続いて
平成30年度に出願審査請求を行った。また、本案件の成果発表のため一般
社団法人日本人間工学会での共同報告会や、県内企業と連携して試作品を製
作した。

平成30年度から、独立行政法人工業所有権情報・研修館から本学に派遣
されている産学連携知的財産アドバイザーの支援の下、教員のシーズから新
たな発明案件が創出され、平成31年2月に本学２件目の特許出願を行った。
また、同アドバイザーの助言により、「公立大学法人三重県立看護大学特許
権に係る権利承継等の判断に係る指針」を策定するなど、実用化を目指した
体制の強化を進めた。
【今後取組予定】

知的財産については、職務発明規程に基づき適切に管理する。「産学連携
知的財産アドバイザー」を積極的に活用することで、教員の研究活動からの
新たな発明案件の創出、知的財産に係る体制の構築を関係機関の協力を得て
進める。

22201 ＜研究活動への支援＞
大学全体で取り組む研究や教員各

自の専門分野に応じた独創的・先駆
的な研究を大学として支援するた
め、研究活動のための研修の実施や
若手研究者への研究指導等を積極的
に行う。また、教員活動評価・支援
制度の仕組みを活用することによ
り、教員の研究活動を支援する。

◎ → → →

【４年間の実績】
研究活動の支援として、若手教員の支援や外部講師による研修会等を積極

的に行った。また、学長特別研究費を適切に配分するとともに、学長特別研
究の成果発表会の開催時期について、教員からの要望を受けて変更した。
（学長特別研究費採択件数及び配分額（H27～H30合計）） 40件、26,456
千円

教員活動評価・支援制度の評価結果の反映として、４年間累計で、１名の
海外研修、３名の大学院進学、30名への研究費の追加配分を行い研究活動
を支援した。

教員活動評価・支援制度の評価結果の反映としての研修については、辞退
者が続いたことから運用を改善し、その結果、平成28年度から平成30年度
までの間は連続して該当者が出ている。
【今後取組予定】

若手研究者を対象とした科学研究費補助金に係る申請制度が変更されたこ
とに対する支援策や、教員の活動評価・支援制度と連携した支援方法につい
て検討する。

大学全体で取り組む研究や教員各自の専門分野に応じた独創的・先駆的な
研究を大学として支援するため、研究活動のための研修の実施や若手研究者
への研究指導等を積極的に行う。

また、教員活動評価・支援制度の運用により、教員の研究活動や能力向上
を支援する。

２ 研究に関する目標
(2)研究実施体制等の整備に

関する目標
①研究実施体制の整備



21 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

22202 ＜研究活動の評価と改善＞
研究活動の推進と発展を図るた

め、教員活動評価・支援制度に基づ
き、自己点検・評価を実施する。

◎ → → →

【４年間の実績】
教員活動評価・支援制度の運用として、年度初めに、対象者である全教員

が研究活動に関して「教員活動計画表」を作成し、この「教員活動計画表」
を用いて学長等と面談に臨み、各年度の研究活動について学長から指導や助
言を受けた。また、年度末には、実績（論文の執筆本数、学会研究発表件
数、外部資金獲得実績など）について自己評価を行うとともに、「教員活動
計画表」を用いた面談等を通じて評価を受けた。
【今後取組予定】

教員活動評価・支援制度を適切に運用し、研究活動の自己点検・評価を実
施し、評価結果に基づく改善を進める。

２ 研究に関する目標
(2)研究実施体制等の整備に

関する目標
②研究倫理を堅持する体

制の整備

22301 ＜研究倫理を堅持する体制＞
研究活動における倫理上の問題事

象や研究活動の不正行為等を未然に
防止するために、教員への普及啓発
を行うとともに、学内組織による研
究活動にかかる倫理審査を実施す
る。

◎ → → →

【４年間の実績】
研究倫理審査会を毎月開催し、研究倫理の堅持を図るとともに、適切な審

査体制の維持に努めた。
国指針に基づき、研究倫理審査に関する規定を平成29年度に改正し、外

部委員を複数加えたことで、法的な観点からの強化はもとより、研究対象者
の観点での審査が可能となるなど審査体制が強固なものとなった。

運用や規程等の見直しを進めるための情報収集と審査会の資質向上を目的
に、平成29年度から外部研修に委員を派遣し、審査体制の充実に努めた。

平成27年度に「研究活動上の不正行為の防止等に関する規程」を施行
し、本学における不正行為の防止等に関する体制の整備や取組の強化を図っ
た。

また、研究費の執行手続を定めた「研究費執行マニュアル」を全教員に配
布し、毎年、必要箇所を見直し改善を続けるとともに、研修会等で説明や、
ホームページへの掲載等、周知徹底した。

さらに、「研究活動における不正防止研修会」を全教員の参加を得て、毎
年実施するとともに、平成30年度は、当該研修会において、日本学術振興
会の「研究倫理eラーニングコース」の受講を促し、意識の向上を図った。

これら多様な取組を毎年実施しており、研究活動における倫理上の問題事
象や研究活動の不正行為等は発生していない。
【今後取組予定】

研究倫理審査会を定期的に開催し、研究倫理を徹底するとともに、必要に
応じ運用や規程・要領を見直すなど、継続的な改善を行う。

「研究費等執行マニュアル」の周知徹底を行うとともに、研究不正行為等
の防止にかかる研修を実施し、不正行為等の防止についての教職員の意識向
上を図る。
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③今後の課題
特になし。



25 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

23101 ＜地域貢献機能の充実＞
看護学教育研究拠点としての役割

を担うために地域交流センターを核
として、県内の保健・医療・福祉の
向上に貢献できるよう地域連携事業
を積極的に推進し、県内の看護職者
の質向上のための教育及び研究を支
援する。

◎ → → →

【４年間の実績】
三重県の看護学教育研究拠点として、県内の保健・医療・福祉の向上に貢

献できるよう、地域連携事業や県からの受託事業に取り組んだ。
県内の看護職者の資質向上に資するため「看護研究支援」を実施した。

「看護研究の基本ステップ」は看護研究の基礎講座であり、地理的条件によ
り来学が困難な地域（北勢、中勢伊賀、東紀州）の看護職者を対象に、隔年
でテレビ会議システムを利用し遠隔配信を行っている。また、平成29年度
には、「看護研究の基本ステップ」のステップアップ講座として具体的な研
究方法を学べる「ハウツー看護研究」（アンケートコース、インタビュー
コース、実験・計測コース）を試行し、平成30年度から少人数による演習
型の研修として本格始動した。

平成29年度に「認定看護師教育課程（認知症看護）」を開講し、平成30
年度までの2年間で60名（１期生30名、２期生30名）が修了した。１期生
全員が認定審査に合格した。その結果、県内の認知症看護認定看護師が開講
前の５名から24名に増加した。また、平成31年度入試を実施し、３期生30
名の入学が決定した。
【今後取組予定】

三重県の看護学教育研究拠点として、県内の保健・医療・福祉の向上に貢
献できるよう地域連携事業や県からの受託事業を行う。

来学が困難な地域の看護職者に遠隔配信等により受講の機会を提供する。
今後も地域の特性やニーズに応じた研究支援を行う。

「認定看護師教育課程（認知症看護）」は平成32年度まで継続し、認知
症看護認定看護師の輩出に寄与する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

３ 地域貢献等に関する目標
(1)地域貢献に関する目標



26 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

23102 ＜多様な主体との連携による地域貢
献の推進＞

行政機関や医療機関、福祉施設等
と情報交換や連携を強め、地域から
求められる看護のあり方等を把握し
たうえで、教員各自の専門分野を活
かして県内の保健・医療・福祉の課
題解決や行政機関の政策立案等に協
力する。また、将来の看護職者の需
給を見据え、男性看護師や、より専
門性が高い看護職者の育成や研修を
行う。さらに、本学が保有する知的
財産を社会に還元できるよう産業界
との連携を推進する。

◎ → → →

【４年間の実績】
県内の医療機関看護管理者との「看護管理者意見交換会」を継続して開催

しており、平成28年度、30年度には行政機関も参加して情報交換や連携を
行った。

また、医療機関との関係強化を図るため県内の主な医療機関と連携協力協
定を締結しており、期間中に４病院と新たに協議が整い、計11病院と締結
し連携を強めた。

教員が専門性を活かし学会や協議会の委員等を担い、地域の課題解決や政
策立案等に寄与できた。また、公開講座の開催や行政機関からの受託事業の
実施等、教員それぞれの専門分野を活かした地域貢献を実施した。

平成30年度は、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の「産学
連携知的財産アドバイザー派遣プログラム」に採択され、アドバイザーの定
期派遣を受けながら本学が保有する知的財産の特許登録や実用化に向けた取
組を行った。
【今後取組予定】

「看護管理者意見交換会」や「連携協力協定病院」等を活用した情報交換
や連携を強め、地域から求められる看護のあり方等を把握したうえで、事業
や研修内容を見直す。また、継続して教員各自の専門分野を活かして県内の
保健・医療・福祉の課題解決や行政機関の政策立案等に協力していく。さら
に、本学が保有する知的財産を社会に還元できるよう産業界との連携を推進
する。

23103 ＜地域住民等との交流の推進＞
地域交流センターが主催する公開

講座等を定期的に実施するととも
に、県民の学習ニーズの把握に努
め、本学が有する資源や教員各自の
専門分野を活かした生涯学習等を行
う。

◎ → → →

【４年間の実績】
地域交流センターが主催する公開講座等を毎年度３回開催した。県民の学

習ニーズの把握に努め、4年間の実績として、本学が有する資源や教員各自
の専門分野を活かした出前講座を279件、その他の講師派遣を70件、教員提
案事業を41件など400件を超える生涯学習等の取組を行った。
【今後取組予定】

地域交流センターが主催する３回の公開講座の運営・実施を行う。県民の
ニーズの把握に努め、平成32年度の公開講座の企画および本学が有する資
源や教員各自の専門分野を活かした出前講座、その他の講師派遣、教員提案
事業など生涯学習等を推進する。



27 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

23104 ＜卒業生への継続的教育＞
本学卒業生を対象にした第一期中

期計画期間中の就労状況とニーズに
関する調査結果等を活用し、リカレ
ント教育や再就職等卒業生のニーズ
に応じた支援を行う。

◯ ◎ → →

【４年間の実績】
平成27年度に本学卒業生を対象に就労状況調査を実施し、復職・キャリ

ア形成などのニーズに関する調査結果をもとに、平成28年度から同窓会と
連携して卒業生支援を継続している。平成29年度から地域交流センターの
企画として、卒業生同士のきずなづくりと就業支援の観点から２つの卒業生
支援事業を立ち上げ推進した。
【今後取組予定】

本学卒業生からのアンケート結果や卒業生支援プロジェクトを活用し、卒
業生のニーズに応じた離職防止等の取組を行う。

３ 地域貢献等に関する目標
(2)国際交流に関する目標

23201 ＜国際交流の推進＞
学生及び教員の国際的な視野を育

成するため、国際交流協定を締結し
ている海外の大学等との定期的な交
流や教員活動評価・支援制度に基づ
き優秀な教員の海外研修を支援し、
学生及び教員の国際交流を促進す
る。

◎ → → →

【４年間の実績】
国際交流協定を締結しているマヒドン大学（タイ王国）とは、毎年継続的

に３名程度の学生が相互短期研修を実施している。また、平成27年度には
新たに英国スコットランドのグラスゴー大学と新たに交流協定を結び、平成
28年度から毎年2名ずつの学生の相互短期研修制度を開始した。平成28年度
以降、両大学との相互短期研修は順調に実施されている。

平成25年度の教員活動評価・支援制度結果によるサバティカル・リーヴ
決定者１名が、平成28年度にハワイ大学において海外研修（約５か月間）
を実施した。その研修の成果は、学内報告会においてフィードバックした。

また、三重県が実施している「三重県の看護職員等の海外派遣研修」を活
用して、本学教員及び大学院生がイギリスのロイヤルフリーホスピタルでの
研修に４年連続で参加し、イギリスにおける助産師教育、認知症ケアなどの
取組を学んだ。
【今後取組予定】

今後も継続して、毎年のマヒドン大学とグラスゴー大学との間の学生の相
互短期研修制度を実施し、加えて、交流協定を有する大学間で教員の国際交
流を促進する。

教員活動評価・支援制度結果による追加配分を行う等により、海外で開催
される学会等への教員の参加を支援する。また、三重県が実施している「三
重県の看護職員等の海外派遣研修」を活用して、教員等をイギリスのロイヤ
ルフリーホスピタルでの研修に参加させる。









31 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

31101 ＜効率的で機動的な組織運営体制の
維持＞

学外有識者を登用するとともに、
組織の役割の明確化等を図り理事長
のリーダーシップ発揮による迅速な
意思決定を支援し、単科大学のメ
リットを生かした機動的な組織運営
を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成29年度に理事長等が交代し、新たな法人体制が発動した。教職員全

員の意識が高まり、単科大学のメリットを生かした機動的な法人や大学運営
ができた。
 具体的には、理事長がリーダーシップを発揮できる仕組みとして平成29年
度及び平成30年度に理事長裁量枠予算を確保し、「実現可能性調査検討事
業」を実施するなかで、地域包括ケアを担う人材育成のテーマについては、
新カリキュラムの検討につながるとともに、収容台数の不足が課題である駐
輪場整備に係るテーマについては、その整備経費が平成31年度予算に計上
された。

また、平成29年度から理事長、副理事長及び学内理事3名が、月に概ね２
回、本学の課題や方針等を確認・共有するミーティングの時間を持ち、この
話し合いの中から、三重県や本学への愛着心を醸成する取組や、次期中期計
画の方針を検討する組織の平成31年度からの設置などにつながった。

さらに、理事長の補佐体制として、学内理事に加え、事務局副局長、企画
監や各課長で構成される企画運営会議を毎月開催し、迅速な意思決定や調整
を行うなどの補佐機能が発揮された。加えて、企画運営会議と構成員を同じ
くする自己点検評価委員会の機能について、法人や大学運営に関しての継続
的改善を促すことを規程上明らかにすることで理事長のリーダシップの発揮
を支援することにつながった。
【今後取組予定】

理事会や経営審議会、教育研究審議会における活発な審議、法人や大学体
制の見直し、企画運営会議等の定期的な実施、自己点検評価委員会の運用に
より、理事長のリーダーシップの発揮を支援し、迅速かつ機動的な意思決定
をさらに推進する。また、変更した法人の業務方法書に基づき制定した関連
規程・方針に沿って適切に内部統制を運用する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

１ 組織運営の改善に関する
目標



32 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

31102 ＜戦略的な法人運営の確立＞
社会状況の変化や国の動向等の情

報収集に努め、中長期的な視点に
立った法人運営を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
中長期的な視点からの法人運営に生かすため、多様なルートを用いて情報

収集に努めた。具体的には、文部科学省や一般社団法人公立大学協会等が主
催する会議等に理事長等が参加し、高等教育機関に関する国が進めている制
度改革の動向や他大学の戦略的な取組等を注意深く情報収集するとともに、
これらの情報を全教職員が参画する会議を活用して共有を行った。

また、平成29年度には実習施設を所管する15市町や10連携協力協定病院
を学長が訪問するとともに、毎年度、県内医療機関等の看護管理者や県の医
療政策等の責任者が参加する会議を本学で開催することにより、医療行政、
地域における医療・看護を取り巻く状況などを理解した。

さらに、平成29年度の学長から知事等への説明に続いて、平成30年4月に
副知事の本学現地調査及び学長との意見交換、平成30年12月に学長から副
知事等への今後の大学運営の方針の説明の機会を持つなど、設立団体との連
携強化を図った。
【今後取組予定】

文部科学省や公立大学協会等が主催する会議等に役職員が積極的に参加
し、国や他大学の動向等の情報を収集するとともに、必要に応じ教職員の情
報共有を図る。

地域における医療・看護を取り巻く状況などについての積極的な意見交換
や情報共有を図り、本学の地域医療への貢献につなげる。

設立団体に対しては、本学の運営方針の整合を図っていくため、情報交換
を密にする。

31103 ＜内部監査の推進＞
会計処理のほか法人の業務運営等

幅広い分野において内部監査を監査
実施方針に基づき計画的・体系的に
実施し、問題点等が発見された場合
は、速やかに改善を行う。 ◎ → → →

【４年間の実績】
平成27年度に内部監査要項を見直し、平成28年度から専任の職員を配置

し内部監査の責任体制を充実した。監査内容については、中期目標期間内に
おいて監査のテーマが一巡できるよう、カテゴリー間のバランスを考慮した
中長期の監査計画を平成29年度に策定した。

これらに基づき計画的・体系的に監査を行ったことにより、会計処理に関
する監査のほか、業務運営にかかる幅広い分野の監査を実施し、情報セキュ
リティ関係規程の制定や規程の一括改定などの改善に繋がった。
【今後取組予定】

引き続き、中長期監査計画に基づき、内部監査を実施する。



33 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２ 人事の適正化に関する
目標

(1)人材の確保

32101 ＜適切な人材マネジメントの実施＞
法人の人事制度を適切に運用する

ため、適切なマネジメント体制を維
持するとともに、制度の硬直化を避
けるために、常に人事制度の見直し
を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
「教員活動評価・支援制度」及び「勤勉手当を配分するための評価制度」

を運用してきたが、平成29年度に制度を見直し、「勤勉手当を配分するた
めの評価制度」の定性評価に代えて、「教員活動評価・支援制度」の単年度
の結果を用いることとした。

「昇任申請の基準」については、わかりやすく運用しやすい基準に見直し
た。また、昇任基準の改正を機に、「採用選考に係る審査基準」を新たに整
備した。

事務職員については、「三重県立看護大学事務局職員育成支援のための人
事評価制度」を適切に運用し、県派遣職員については、評価結果を昇給及び
勤勉手当の配分率に反映させることとした。

さらに、業務方法書の変更に伴い、業務の適正を確保し、公正な人事政策
を実施するため、人事管理方針を策定した。同方針では、教員及び事務職員
について、人材の確保、人材の育成及び人事管理に係る考え方を明らかにし
た。
【今後取組予定】

人事管理方針の下、「教員活動評価・支援制度」、「昇任申請の基準」、
「採用選考に係る審査基準」及び「三重県立看護大学事務局職員育成支援の
ための人事評価制度」を適切に運用し、適切なマネジメント体制の構築につ
なげる。

32102 ＜教員の確保＞
中長期的な観点に立って、教員の採
用や育成を行うとともに、看護の専
門分野における豊かな知識と研究能
力を有する資質の高い人材の登用
等、本学の教育理念・教育目標が達
成できるよう教員の確保を図る。

◎ → → →

【４年間の実績】
常勤教員定数59名に対し、平成30年度は53名であり、定数を充足してい

ない。
優秀な教員を確保するために、平成29年度には「採用基準」「昇任基

準」を見直し、適切に運用した。また、「地域連携特任教授」等の任用制度
を継続した。

さらに、連携協力協定病院から毎年２～３名を１年間助手として受け入れ
た。この制度は、病院においては臨地教育の質の向上に、本学においては教
育活動の充実に、それぞれつながり、両者にとって大きなメリットとなって
いる。

加えて、臨地教育の指導体制の充実を図るため、臨地実習の指導等に協力
する実習協力機関の医療人に臨地教授等の称号を付与した。
【今後取組予定】

看護大学の増加により全国的に看護系教員が不足するなか、優秀な教員を
確保するため、教員採用に関する情報を適切なタイミングで、かつ幅広く発
信する。

また、本学の教育理念・教育目標が達成できるよう、多様な雇用形態を活
用し、必要な教員数を確保する。



34 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

32103 ＜事務職員の確保＞
事務職員については、専門性の向

上及び活性化を図るため、業務内容
に応じて、大学固有職員、三重県か
らの派遣職員及び契約職員等を適切
に配置する。

◎ → → →

【４年間の実績】
大学固有職員を平成29年４月に１名、平成30年４月に１名新たに採用

し、従来の２名と併せて固有職員は４名となった。また、三重県からの派遣
職員を定期的に受け入れ、適切に配置した。さらに、広報、高大接続等の分
野において契約職員を雇用するなど、多様な雇用形態を活用しながら、事務
職員を適切に配置した。
【今後取組予定】

平成31年４月に大学固有職員１名を新たに採用し、固有職員５名体制で
運用する。また、三重県からの派遣職員を確保するとともに、多様な雇用形
態を活用して事務職員を適切に配置し、専門性の向上及び事務の活性化を図
る。

２ 人事の適正化に関する
目標

(2)人材の育成

32201 ＜教員の育成と能力向上＞
教員活動評価・支援制度をはじめ

とした関係の各制度を目的に応じて
適正に運用することにより教員の業
績を正しく評価し、研修やＦＤ活動
を通じて優秀な教員の継続的な育成
につなげる。また、業務の実態や評
価結果を踏まえ、評価関係制度や研
修制度について継続的な見直しを図
る。

◎ → → →

【４年間の実績】
「教員活動評価・支援制度」の結果により、サバティカル・リーヴ対象者

１名が海外研修を実施し、大学院博士課程進学者３名を決定した。
「教員活動評価・支援制度」を継続して見直し、定量評価及び定性評価の

配分比率の変更、助手の大学経営における比重の変更等を行った。
また、ＦＤ・ＳＤ活動として、研究・教育コロキウム、公立大学の現状と

課題に関する研修、内部質保証研修、研究費不正防止研修会、ハラスメント
研修等を実施した。
【今後取組予定】

教員活動評価・支援制度を適正に運用することにより教員の業績を正しく
評価するとともに、研修やＦＤ・ＳＤ活動を通じて優秀な教員の継続的な育
成を図る。

32202 ＜事務職員の育成と能力向上＞
職種ごとに設けた評価制度により

事務職員を正しく評価するととも
に、業務に関連する研修へ積極的に
参加させる等、継続的な育成を図
る。また、職種に応じた効果的な研
修について検討する。

◎ → → →

【４年間の実績】
「三重県立看護大学事務局職員育成支援のための人事評価制度」を適切に

運用し、事務職員の育成につなげた。また、公立大学協会や文部科学省の研
修会を中心に積極的に参加させるとともに、平成29年度から学長、事務局
長、管理職員等が講師となって、事務局職員を対象とした研修会を年間10
回程度開催し、職員の能力向上を図った。
【今後取組予定】

「三重県立看護大学事務局職員育成支援のための人事評価制度」を適切に
運用するとともに、積極的に外部の研修会等に参加させる等により、継続的
に職員の能力向上を図る。



35 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２ 人事の適正化に関する
目標

(3)服務制度の充実

32301 ＜服務制度の充実＞
業務の特性を踏まえた働きやすい

環境を整えるため、労働法制の見直
し状況を踏まえるとともに、勤務実
態調査や教員・職員満足度アンケー
トを継続し、裁量労働制や兼業制度
の運用改善等、服務制度の充実に取
り組む。

◎ → → →

【４年間の実績】
ストレスチェックの実施など労働法制の改正に的確に対応するとともに、

教員及び職員の満足度アンケート調査を実施し、その結果を受けて、職場環
境等の改善に取り組んだ。

裁量労働制を採用している教員は、総労働時間が減少傾向にあるが、短時
間の育児休業を取得するための体制を整備するなど、働きやすい職場の実現
に向けた取組を進めた。
【今後取組予定】

働き方改革の動きを踏まえ、業務の見直し、効率化等により総労働時間の
縮減を進めるとともに、働きやすい環境づくりに引き続き取り組む。

３ 事務等の効率化・合理化
に関する目標

33101 ＜適正な業務運営＞
法人業務の特性を踏まえ、事務組

織の継続的な見直しを行うととも
に、電子化や簡素化による業務の効
率化を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
事務局体制については、平成28年度に内部監査を担う企画監（理事長直

属となる管理職）を配置するとともに、平成29年度からは、学生募集と入
試業務を1つの所管とすることで３課体制を２課体制へ見直し、適正な業務
運営を行っている。

業務の効率化については、平成28年度入試から、入試出願方式を全てイ
ンターネット出願へ移行した。また、平成29年度から受験生への情報発信
手段をメールマガジンからＬＩＮＥへ改め、広報効果の向上と業務の効率化
を図った。さらに、平成30年度には、研究協力者への謝品（商品券）を事
務局一括管理にすることによって事務処理を簡素化し、教員の商品券調達手
続の負担を軽減した。

これらの組織改編や業務の見直しは、正確性を担保しつつ、業務の簡素化
及び効率化につながった。
【今後取組予定】

事務業務が増大傾向にあることから、各種業務のマニュアル化や業務プロ
セスの見直しにより、業務の効率化を図る。

また、業務の電子化による業務改善について検討を始める。









39 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

１ 自己収入の増加に関する
目標

41101 ＜自己収入の確保＞
授業料、入学料、受験料、公開講

座講習料等について、受益者負担の
観点から、社会情勢等も念頭に適宜
見直しを行い収入確保を図る。さら
に、教育研究に支障のない範囲で、
施設等を適切な料金で貸し付けると
ともに、本学の広報媒体への広告掲
載等新たな収入確保策を検討する。

◎ → → →

【４年間の実績】
次のとおり取り組み、自己収入の確保等を図った。

①授業料等については、全般的に国公立大学で料金改定の動きがないため、
引き続き据え置いた。
②認定看護師教育課程を平成29年度から4年間開講することとし、研修生一
人につき、検定料3万円、入学金10万円、授業料65万円の収入を得た。
③消費税が課税される収入（認定看護師教育課程の授業料等）については、
消費税率改定に対応するために料金の見直しを行った。
④施設利用料については、平成27年度に施設等の資産価値に見合う形で料
金を改定した。
⑤平成28年度から大学広報紙（ＭＣＮレポート）に医療機関等の広告枠を
設定したうえで、広告料の徴収を開始した。
⑥開学20年を機に、平成29年度に設立した修学支援基金については、平成
29年度及び平成30年度の2年間で592万円の寄付を集めた。
【今後取組予定】

授業料については、国公立大学の状況や社会経済情勢等の把握に努め適正
な料金水準を維持する。

また、自己収入については、増額できるように努める。さらに、修学支援
基金について、継続して寄付が集められるよう税額控除制度の適用となった
ことも含めて周知を図る。

41102 ＜外部資金の獲得＞
科学研究費補助金や共同研究、受

託事業等の外部資金に関する情報収
集や申請に当たっての助言、指導等
の支援を行い、外部資金の獲得を促
進する。

◎ → → →

【４年間の実績】
科学研究費補助金等の外部研究資金の申請率や採択率の向上に努めた。ま

た、科学研究費補助金以外の外部研究資金や受託研究費等の獲得にも積極的
に取り組んだ。
【今後取組予定】

科学研究費補助金の獲得については現状を堅持するとともに、受託研究等
を増加させる方法を検討する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績



40 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

２ 経費の抑制に関する目標 42101 ＜経費の抑制＞
組織や事務処理方法の効率化、費

用対効果を踏まえた電子化、調達方
法の不断の見直し、新たな環境マネ
ジメントシステムの運用、コスト意
識の徹底等により経費の抑制を行
う。

◎ → → →

【４年間の実績】
当初予算編成方針を通じた適切な見積りやコスト削減を依頼するととも

に、節約したことで予算が余った場合は、剰余金（目的積立金）として翌年
以降に活用できることを周知した。また、平成29年度決算の状況につい
て、決算データのグラフ化等、財務状況をより分かりやすい形で表記するよ
う工夫の上、教授会の終了後の教員全員が参加する会議において説明した。

経費の抑制策として、平成27年度から電気供給者選定の際の一般競争入
札の導入による電気料金の縮減、学内照明のＬＥＤ化の促進、教職員住宅の
実情に応じた借上戸数への変更、インターネット販売を通じた消耗品等の購
入、本学独自の環境マネジメントシステムの運用によるエネルギー消費量低
減への意識付けなど多くの工夫を通じて経費の抑制に努めた。
【今後取組予定】

人件費相当額の増に伴う各種委託経費の増等のコスト増加要因があるた
め、引き続きコスト削減の意識付け及び具体的な削減策の励行に努める。

３ 資産の運用管理の改善に
関する目標

43101 ＜資産の適正管理＞
資産の管理・運用については、収

支計画を勘案しながら、安全を前提
に適正かつ有効な資金運用を行うと
ともに、土地・建物等の資産につい
ては、適正な維持管理を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
余裕資金は、地方銀行等の定期預金として運用し、資産の安全かつ適正な

管理に努めた。また、平成30年度から有利な運用のため運用先候補を１者
追加した。

施設や設備に係る日常的な維持管理については、大学に常駐している委託
業者（機械設備管理、清掃）と連携のうえ適切な保守管理を行った。

本学は建設後、20年以上を経過し、老朽化が進展しているため、平成27
年度に施設内の天井調査、平成28年度には建築基準法に基づく建築物調査
及び外壁の調査を実施し、平成29年度には中長期修繕計画等を策定した。
小規模の修繕工事は、大学の予算内で毎年緊急度に応じ継続的に行った。大
学で賄いきれない施設・設備の大規模修繕については、三重県と情報共有を
行い、平成31年度の予算に一部が反映された。

さらに、平成30年度から施設の有効活用の観点から不要物品の整理を行
うとともに、長らく構内に放置されていた自転車等の処分する手順を整備し
たうえで、処分した、
【今後取組予定】

資産の管理・運用を安全かつ適正に行うとともに、本学の教育、研究活動
に支障が生じないよう、施設や設備の維持管理・点検を適宜実施する。

また、中長期修繕計画等を踏まえ、設置者の協力を得ながら、計画的な維
持修繕を行う。さらに、施設の利用状況などを把握し、施設の有効活用に努
める。



41 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

43102 ＜資産の有効活用＞
教育・研究に支障がない範囲で施

設等を開放するとともに、研究成
果、著作物等大学が保有する知的財
産を積極的に公開し社会貢献を行
う。

◎ → → →

【４年間の実績】
大学運営に支障のない範囲で、地域のスポーツ少年団や公共団体等に施設

及び備品等の貸出を行った。貸出に当たっては、「公立大学法人三重県立看
護大学施設等の使用に関する細則」により、地方公共団体や県内の小中学校
など営利を目的としない場合や教育目的の使用の場合は、使用料を２分の１
に減額している。

また、備品については、非営利目的等での貸出の取り扱いを定めた「物品
の貸出等に関する細則」を平成27年度に定め貸出を行った。
本学が所有する知的財産については、パートナー企業の協力を得て大規模

展示会へ出展するとともに、三重県及び三重県産業支援センターに対して協
力要請を行った。

また、平成27年度から30年度までの間、県内企業との間で共同研究を1
件、受託研究を3件実施し、当該企業が開発した製品の事業化に寄与した。
なかでも、平成28年度に本学と県内企業との看工連携による共同研究の成
果を基に開発された製品が平成31年度に販売に至った。
【今後取組予定】

教育、研究活動に支障がない範囲で、体育館、テニスコート等の本学施設
や備品を適切な料金により貸出を行う。

本学が保有する知的財産については、積極的に情報発信していくことによ
り、販路の開拓に繋がるよう努める。また、県内企業との受託研究等を積極
的に対応することで、社会貢献を推進する。









45 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

１ 自己点検および評価の充
実のための目標

51101 ＜自己点検・自己評価の充実＞
教育研究活動によって得られた成

果や中期目標の達成状況等について
継続的に点検・評価するとともに、
外部者による評価も行い、絶えず、
改善・向上に取り組む。

◎ → → →

【４年間の実績】
毎年度、「年度計画管理表」を各委員会で作成し、点検・評価を行った。

平成29年度からは各委員会等との自己点検委員会との意見交換も実施する
ことで、より全学的な取り組みとして実施している。

年度実績報告に基づき三重県公立大学法人評価委員会の評価を受け、その
評価結果の周知を図ることで、教育研究及び大学運営全般にわたり積極的に
改善を行った。

また、平成30年度には中期目標見込実績報告書や認証評価のための、提
出資料の作成に注力した。
【今後取組予定】

引き続き自己点検・自己評価するとととに、平成31年度に、認証評価機
関の認証評価を受審し認証を取得する。

52101 ＜情報発信・情報公開の推進＞
法人運営の透明性を高め、県民に

対する説明責任を果たすため、財政
状況等の法人情報をはじめとして、
各種イベントの実施や学生の諸活動
等を積極的に発信するとともに、県
民の知る権利を守るため情報公開を
行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
法人運営の透明性を高めるため、「法人概要」「財務諸表」等の法人情報

や、「ディプロマポリシー等、3つの方針」「成績評価に係る客観的な指
標」「進学・就職の状況」などの教育情報等をホームページなどで公表し
た。

特に「財務諸表」に関しては、法的な義務はないものの、県民への説明責
任を果たす視点から会計監査人（監査法人）による監査を自主的に受け、そ
の結果をホームページに公表した。

ホームページやＬＩＮＥ、広報誌（ＭＣＮレポート、地域交流センター年
報等）、紀要、機関リポジトリ、マスコミ掲載など多様な手段を用い積極的
に情報発信した。（新聞記事128件、テレビ・ラジオ179件（4年度間合計
件数））した。

また、平成29年度には、開学20周年記念式典を行い、本学を広くアピー
ルした。

さらに、戦略的な広報を推進するため、教職員が報道資料を提供する際の
支援のための「報道資料提供手順」を作成した。

情報公開については、4年間で3件の情報公開請求があり、情報公開に関
する条例・規程に基づき、適切に対応した。
【今後取組予定】

本学が所有するホームページやＳＮＳなどを活用して、積極的に大学情報
を発信するとともに、マスメディアを活用した情報発信を推進する。また、
より効果的な情報発信ができるよう戦略的な広報を推進する。

中期目標 番号 中期計画
取組実績

２ 情報公開等の推進のため
の目標



46 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況
中期目標 番号 中期計画

取組実績

52102 ＜個人情報の保護＞
個人情報の取り扱いに関する職員

の意識の維持、向上に取り組み、大
学が保有する個人情報について管理
を徹底する。

◎ → → →

【４年間の実績】
三重県に準じて個人情報保護に関する規程や取扱いマニュアルを整備し、

このマニュアルに沿った取扱いを徹底している。また、情報公開・個人情報
保護制度の研修会の開催や学内メールにより本学の情報ネットワークとパソ
コン等の利用に関する注意点や、県内外における個人情報漏洩事案が発生し
た都度、注意喚起を行うなどにより高い意識の維持を図った。

さらに、学生に対しては入学時に実習等における個人情報に関する誓約書
の提出を求め、個人情報保護の重要性を認識させるとともに、各学年におい
て臨地実習開始前に、守秘義務の遵守、個人情報の保護に関する法令等につ
いて説明し、個人情報の適切な取扱いを徹底した。

平成28年から開始されたマイナンバー（個人番号）制度については、マ
ニュアルを整備し、厳密な管理を行った。個人情報やマイナンバーに関し問
題は発生しなかった。

教務学生課職員が取り扱う学生の成績情報等を保有する「学務システム」
について、特定の部屋で特定の職員が取り扱うことを徹底するとともに、必
要に応じてログインパスワードを変更するなど、本学学生や受験生の個人情
報の管理を徹底した。

学生のＳＮＳ等による情報の発信やセキュリティについて、オリエンテー
ションやガイダンスなどにおいて十分な時間をかけて教育を行った。
【今後取組予定】

教職員・学生に対して、個人情報保護の重要性について周知するととも
に、特定個人情報をはじめ大学が保有する個人情報の管理を徹底する。

教職員・学生に対して、個人情報保護の重要性について周知するととも
に、特定個人情報をはじめ大学が保有する個人情報の管理を徹底する。







49 〔〇：準備、◎：実施〕

27 28 29 30 中期計画の実施状況

61101 ＜教育環境の整備＞
質の高い教育、研究を実践するた

めに必要な施設・設備・備品・図書
等の学修環境の整備・充実を財政状
況も踏まえつつ計画的に実施すると
ともに、適正な維持管理を行う。

◎ → → →

【４年間の実績】
毎年度の財政状況を踏まえ、質の高い教育、研究を実践するために必要な

施設・設備・備品・図書等の学修環境の整備・充実を緊急性や必要性を勘案
し、継続的に行った。
（平成27年度から平成30年度までの合計額）

修繕費 67,398千円
備品購入費 262,101千円
図書購入費 24,649千円

（施設改修及び備品購入等の主な例）
・講義室の音響・映像設備の設置と更新
・講義室内の照明設備の増設、椅子のクッション取付）
・教育備品の購入（洗髪車、胎児モデル、分娩台、多職種連携ハイブリッド
シミュレーター等）
・防犯カメラの増設及び防犯スイッチ（図書館）の設置
・共同研究室の執務環境改善（照度向上等）
・学内照明のLED化 等
【今後取組予定】

平成27年度から留保している剰余金（目的積立金）を活用して、学生及
び教職員の意見を基に教育・研究環境を整備するための投資を積極的に行
う。

61102 ＜環境等への配慮＞
施設・設備の整備や管理運営に当

たっては、省エネルギー対策やユニ
バーサルデザインに配慮する。

◎ → → →

【４年間の実績】
平成27年度から、本学独自の環境マネジメントシステムの運用を新たに

開始した。当該システム運用に伴う教職員及び学生の環境保全に対する意識
の向上や学内照明のＬＥＤ化等の取組により、平成27年度から平成29年度
までにかけて、学内のエネルギー消費量は低減した。しかしながら、平成
30年度は、記録的な夏季の猛暑へ対応する必要があったため、空調の稼動
が過去最高となる一方で、空調運転時の閉扉の徹底、散水の実施及び遮光
カーテン・グリーンカーテンの設置など、教職員挙げての取組により環境意
識がさらに高まった。
【今後取組予定】

引き続き、学内の環境保全活動に係る啓発に努める。
エネルギー消費量については、効率的かつ効果的に運用できる空調設備の

更新などにより、低減に努める。

中期目標 番号 中期計画

取組実績

１ 施設・設備の整備、維持
管理等に関する目標
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27 28 29 30 中期計画の実施状況

中期目標 番号 中期計画

取組実績

【４年間の実績】
平成29年度に「公立大学法人三重県立看護大学における危機管理の基本

的な考え方」を策定した。
また、法人における危機管理体制を高めるため、平成30年度にリスク管

理規程、反社会的勢力対応方針、業務継続計画（BCP)等の関連規程等を策
定した。

さらに、多様な危機へ備えるため、訓練や対応を次のとおり進めた。
（自然災害への対応）
・平成29年度に災害備蓄物品の棚卸を行ったうえで、平成33年度までの購
入計画を策定し、当該計画に基づき災害備蓄物品の充実に努めた。
・平成27年度に、消防・避難訓練（学生、教職員参加）、平成29年度は消
防訓練、平成30年度は消防・大規模地震避難訓練（学生、教職員参加）を
実施した。
（侵入者対策等の防犯対策）
・案件が発生するたび、警備委託業者と連携して、随時巡回を行うなど臨機
応変な対応を行った。
・平成30年度に防犯カメラ2台を増設するとともに、図書館に防犯ボタンを
設置した。また、防犯用具（さすまた）の購入に合わせて、教職員向けの実
践研修を実施した。

災害時に学生・教職員の安否状況を確認できる「安否確認システム」に全
教職員及び学生が登録するとともに、毎年度、操作訓練を行った

加えて、学生の様々な場面における危機管理意識醸成のため、1年生のオ
リエンテーションにおいて、交通安全や薬物、消費生活などの講習会を実施
した。

【今後取組予定】
平成30年度に制定した危機管理の関連規程・方針・業務継続計画（BCP)

に基づいて、発災時等に危機管理体制が稼働するように大規模地震発生等を
想定した訓練を実施し、法人及び学生・教職員の災害対応力を高める。

これまでに構築した危機管理に係る仕組みを着実に運用し、法人における
危機管理体制を高める。

教職員及び学生の危機管理への意識を高めるため、年度当初のオリエン
テーションやガイダンスにおいて研修を行うとともに、安否確認システムに
ついて周知する。

安否確認システム操作訓練を年度当初に実施するとともに、安否確認シス
テムの更なる活用方法を検討していく。また、必要に応じて危機管理体制の
見直しを行う。

＜危機管理への対応＞
災害や事故、犯罪等から学生及び

職員を守り、かつ、本学の信用を失
墜させるような事態を予防するた
め、施設の安全確保や学生及び職員
に対する啓発、訓練等を実施する。
また、適宜、危機管理体制の見直し
を行う。

62101２ 危機管理に関する目標

◎ → → →
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27 28 29 30 中期計画の実施状況

中期目標 番号 中期計画

取組実績

３ 人権の保護に関する目標 63101 ＜人権尊重の推進＞
人権意識の高揚と各種ハラスメン

トを防止するため、学生及び職員を
対象に研修を実施する。また、ハラ
スメントに関する相談窓口を設置す
るとともに、ハラスメントが疑われ
る場合は学内に調査委員会を設置し
適切に対応する。

◎ → → →

【４年間の実績】
学生を対象にハラスメント防止の研修会を開催し意識向上に努めた。
ハラスメントに係る相談をしやすい環境を整備するために、平成27年度

からハラスメント防止に係る体制を見直し、全ての教職員がハラスメント相
談窓口として対応することとなった。加えて、相談者からハラスメント事案
について具体的に対応するハラスメント調整員を設置した。

これらの見直しに合わせて、相談対応マニュアル、対応フロー図等を整備
し、相談対応に係る研修会を開催することにより、教職員が相談窓口等とし
て対応しやすい環境を整備するとともに相談スキルの向上を図った。
【今後取組予定】

ハラスメント・ガイドラインの作成やハラスメントに係る規程等を改正す
ることで、ハラスメント防止体制を強化する。

学生に対しては、研修会等を通じてハラスメント防止に係る啓発を行うと
ともに、ハラスメント相談窓口、ハラスメント調整員に対しては、相談対応
能力の向上を目指し研修を充実させる。










